
以下の対象者が就職し、６か月以上継続勤務した場合、

１０万円の支援金が受け取れます。

要件・留意点

・令和７年度は採用から５年以内の方が対象です。
※年度によって対象年数が異なる場合があります。

・常勤保育士とは、１日６時間以上かつ月２０日以上の勤務を指します。
・本市から保育士の方へ直接の補助ではなく、事業を実施している法人への
補助となります。

・事業を実施していない法人（施設）や補助額・対象年数等の要件を独自に
設定している法人（施設）もありますので、活用を希望する方は事前に
法人（施設）へ詳細をご確認ください。

対象者

・保育所等を離職後、１年以上が経過した後、市内保育所等へ就職した保育

士等。または、資格取得後、一度も保育所等で勤務経験がないまま１年以

上が経過した後、市内保育所等へ就職した保育士等。

・１日６時間以上かつ月２０日以上勤務していること。

☆うるま市以外の支援：就職準備金貸付（沖縄県社会福祉協議会）

最大４０万円の貸付・２年間保育士として従事すると全額返済免除

詳細は「沖縄県社会福祉人材研修センターホームページ」をご確認ください

沖縄県社会福祉協議会 福祉人材研修センター TEL:098-882-5703

☆保育施設へ就労する保育士のお子さまについては、優先的に市内認可保育

施設への入所が可能です。※入所選考時の加点対象

市内認可保育施設で常勤保育士として働いている方。

法人契約のアパートに入居した場合、最大５万円の家賃補助が
受けられます。

お問い合わせ
うるま市役所 保育こども園課 TEL：098-973-5427
月曜日から金曜日 8時３０分から17時15分まで


